
令和２年８月２４日 

独立行政法人農畜産業振興機構 

肉用牛肥育経営安定交付金制度（牛マルキン）の交付金単価につ

いて 

【令和２年４・５・６月分】 

令和２年４・５・６月に販売された交付対象牛に適用する畜産経営の安定に

関する法律（昭和36年法律第183号）第３条第１項に規定する交付金について、

肉用牛肥育経営安定交付金交付要綱（平成30年12月26日付け30農畜機第5251号）

第４の６の（１）から（４）までの規定に基づき標準的販売価格及び標準的生

産費並びに交付金単価（確定値）を公表します。 

 ただし、肉専用種の北陸ブロック、東海ブロック及び近畿ブロックに属す

る府県については、後日公表します。 

 また、令和２年４・５月に販売された交付対象牛に適用する同要綱第４の８

の精算払の額については、下記の確定値により算出された交付金の額と概算払

の額との差額となります。 

なお、今後、交付対象頭数が確定することにより、既に積立金が不足して

いる都道県（表中、※を付した都道県）以外にも積立金が不足する県が発生

する可能性があります。その場合、積立金が不足することとなった県におけ

る６月分の支払は、国費分のみ（４分の３相当額）となります。 

記 

１．肉専用種（北海道、東北ブロック、関東ブロック、中国ブロック、四国

ブロック、九州ブロック及び沖縄県） 

882,101 円 916,008 円 938,301 円

1,238,496 円 1,238,933 円

(1,238,496 円) (1,238,933 円)

320,755.5 円 217,974.375 円

(316,755.5 円) (214,974.375 円)

915,321 円 947,186 円 990,314 円

1,254,888 円 1,255,325 円

(1,254,888 円) (1,255,325 円)

229,207.725 円 207,993.825 円

(226,207.725 円) (204,993.825 円)

青森県

肉用牛１頭当たりの
標準的販売価格

肉用牛１頭当たりの
標準的生産費 1,255,598 円

肉用牛１頭当たりの
交付金単価 179,066.7 円

（概算払）

北海道

肉用牛１頭当たりの
標準的販売価格

肉用牛１頭当たりの
標準的生産費 1,239,206 円

肉用牛１頭当たりの
交付金単価 203,110.875 円

算出の区域
令和２年４月確定値 令和２年５月確定値 令和２年６月確定値

（概算払）
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